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検定合格者が吉見町の男女共同参画審議会委員に！ 
川越市提案型共同事業として、今年 1 月 11 日(土)と 12(日)の２日にわたり「川越市男女共同参画検定講座」を行いました。その検定

合格者の O さんが吉見町の男女共同参画審議会委員に委嘱されました。川越市男女共同参画審議会委員をされていて、かつ検定合格者の

K さんも会に参加されました。 

 女性の政策提言者育成が必要視されている現在、「参画社会地域フォーラム」が、市民のみなさまに気軽に参加できる場であり、小さな

社会参加のきっかけとなり、さらなる社会参加活動にやんわりとつながって行く予感を持つことができる場となれば幸いです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員は 25名に 7月中に定例学習会・懇親会開催予定 
今年は新年早々の 1月 11日、12日の両日、川越市提案型協

働事業「川越市男女共同参画検定講座」を川越市やまぶき会館

で実施し、大好評でした。（詳細はブログに掲載中） 

 検定講座の修了者で検定合格者 21 名のうち学生を除く働く

女性の方 6名とイクメン 1名が新しく「参画社会地域フォーラ

ム」の会員として入会しました。 

 昨年夏に実施したリーダー研修修了後に入会した方を含め

て現在の会員は 25名です。(うち川越市在住 15名)  

7月中に定例学習会と懇親会を開催する予定です。

 

最近の地域活動からの報告 
私が今から 20前の 1993年に出版した「男性のための女性学

入門」の 87 ページでも解説した「M字カーブ」のことが、日

本の働く女性の就業率の特徴として未だに男女共同参画研修

や情報紙で語られています。私が参加した最近の二つの研修会

を除き、全部で取り上げられています。 

 問題なのはほとんどがこれは課題であるという説明止まり

であることです。 

また、日本女性のジェンダー指数の低さを示す国際比較表が、

これでもかこれでもかと説明されています。M字カーブやジェ

ンダー指数の国際比較等、女性活躍の推進の拡大の必要性等は、

新聞、テレビでも日常的に取り上げられていて、そこから広く

市民に理解されてきているように感じています。特に新聞は M

字カーブについての課題対応策も語られており、地域での研修

よりも格段に豊富な情報を与えてくれています。その結果、あ

れほど男尊女卑であり、「女は女らしくあれ! 」を口癖にしてい

た戦中生まれ育ちの大先輩の男性からでさえ、まるで私は男女

共同参画をわかっていると言わんばかりに、国は女性参画の順

位を上げろ、率を上げろ、クォータ制を導入せよ、という発言

を聞くことが多くなりました。 

しかしこと課題解決策を地域の実情に合わせて計画案を策

定するとなると、表面的な知識では実現性のある解決策案には

なり得ません。まず、先に着手した他の地域の取り組みに学ぶ

事例研究が欠かせないものです。思いつきで出来る簡単な方法

は無いにもかかわらず、意見は多くあるものです。 

このことは私が応募して委員をさせていただいている川越

市男女共同参画審議会でも似たような発言が多いようです。 

女性の管理職を増やせ、女性の庁内委員比率を増やせ、と行

政の長に対する怒りというか、命令調、陳情調の発言が多い実

態があります。審議会は市長の諮問機関であるにもかかわらず、

行政から独立している現在の教育委員会と同じような委員会

と混同してはいないかと冷や冷やすることがあります。 

課題に答える解決計画案を策定することが審議会の役割で

あるので、結果として質問は自分たちにはね返ってきています。 

 

どんなところでどんな研修が行われているのでしょうか 
 表面的な講義ではなく、もっと多面的・多角的な話しを聞け

る場はあるのでしょうか? 

 ひとつは、私が毎年参加させてもらっている「国立女性教育

会館」主催の「女性関連施設・地方公共団体・団体リーダーの

ための男女共同参画推進研修」(2 泊 3 日のプログラム)が挙げ

られます。 

内閣府、文部科学省、厚生労働省三者が揃った「男女共同参

画社会形成に向けた今日の政策課題報告」のプログラムもあり、

今後の方向性を学べます。 

 今年 5月の参加者は自治体職員、男女共同参画センター職員

が約 100名、自治体の審議会委員、NPOの団体職員等約 40名

で、コース別ワークショップは特に熱気がありました。 

 もう一つは「公益財団法人市川房枝記念会女性と政治センタ

ー」が隔月の最終土曜日の午後開催している講演とワークショ

ップです。 

 他に「公益財団法人 21 世紀職業財団」のプログラムが挙げ

られます。自治体向けの出前講座も行っているので自治体職員

研修にも最適かと思います。 

男女共同参画研修というと決まってジェンダー指数が取り

上げられ、国際比較表で日本はあれもこれも低いという一点張

りの指摘を受講生が受けるような講演は、受講生にとって気持

ちの良いものではありません。 

基本法が述べる良い国づくりに参画しようとする受講生の

意欲を削ぐだけではないかとさえ思われます。こと諸外国との

比較となると、行政も新聞も中立性を名目に良い国づくりとの

関係に触れないという欠点があるように思われます。 

日本の良いところも、諸外国の課題も両方に触れてもらわな

いと不公平ですよね。 

「参画地域フォーラム」が今年一月に開催した「川越市男女

共同参画検定講座」では、諸外国とのジェンダー指数順位表を
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私たちは、活動そのものが、男女共同参画推進プログラムそのものとなるよう、

地域で行動するグループです。あなたも一緒に活動しませんか。 
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どのように読み解けばいいか! 良い国づくりとは! 幸せと

は! を熱く説きました。今後も共に語り合っていきたいと思い

ます。M字カーブでも、諸外国とのジェンダー指数でもその他

のデータも基本法の述べるよい国づくりとの関係を読み解き

あってこそ役立つ研修になると思うのです。そして座学で得た

その知識をもとに社会参加活動してもらってこそやっと人材

育成につながるのです。 

したがって人材育成には大量育成はあり得ず、ごく少数なの

が現実で、その少数が人材なのだと思います。 

私がかつて勤務した「国立女性教育会館」の例では、設立後

これまで約 300人の人が在職しました。しかし職を離れた後も

継続して女性政策、男女共同参画推進活動をしている人はせい

ぜい 1割弱です。 

自治体の男女共同参画担当職員にも似たような現象がある

かもしれません。 

内閣府の男女共同参画会議の監視専門委員会の意見でも、自

治体の担当職員の専門性確保が困難になっていると指摘され

ております。 

自治体の女性管理職の比率アップのためには先に人材養成

計画の策定が必要不可欠なのだと思います。 

市の男女共同参画推進計画書には、例えば人材養成計画とし

て自治大学校の女性幹部養成課程への入学や、あるいは一番効

果があるとされる管理職に必要な仕事経験を積ませる人事異

動方式の実施計画などを具体的に記載するなどの覚悟が必要

でしょう。 

この他にも市民の中に占める自治体職員の中で一番人数の

多い小学校と中学校教職員を対象とした高次研修が最も必要

なのではないかと私は思っています。 

 

内閣府が課題としている若年層の男女共同参画への関心の低さ 
「男女共同参画」とは、かつて生活改善運動から誕生した「婦

人団体」あるいは「婦人(女性)問題」と未だに混同されている

面もあり、若年層の女性に敬遠される傾向が強くあるらしいと

もよく聞きます。 

しかし、今年一月に「参画社会地域フォーラム」が、１日目

に「男女共同参画に関する必須基礎知識を体系的に整理した資

料を提供・学習」してもらい、翌２日目にその基礎知識取得度

を検定方式で再チェックするという「男女共同参画検定講座」

を実施したところ、これまでの講演会、研修会では全く見られ

なかった若い有職女性の参加が圧倒的に多く、感動を覚えまし

た。 

この形の講座スタイルが若い有職女性の求めるものだった

という発見と、検定という参加をためらいかねない二文字が逆

に参加を呼んだという驚きがありました。 

躍進を求めて挑戦する若い女性たちの情熱と力に、未来の光

を見たような気がしています。 

最近の特色として、躍進を求める若い女性の多くは古くから

ある既存の女性団体への参加よりも、新しい運営活動を目指し

ている NPO 等のグルーブへの参加を望む方が多く、その形の

NPO 等は地域ばかりでなく、IT 時代を反映した男女共同参画

と災害・復興ネットワークのような全国的な大きな団体まで多

く誕生しており、新時代の到来を感じます。 

私たちも、男女共同参画に関する講座等の企画運営に携わる

という身近な社会活動への参画を通じて、自ら学び、もって社

会の一員としての役割を果たしていこう、そして可能な限り次

世代の育成に資する活動をしょう、という新しい形のグループ

のひとつです。 

新しく参加してくれた方々が将来、市の人材となれる身近な

社会活動を共にして参りたいと思います。

 

進んでいる自治体の次のステージを覗いてみよう 
怒ったりグチを言ってばかりでは前に進まない!  

既に先陣は次のステージに進んでいる。そのステージ少し覗

いてみよう。福岡県の 経済界主導による産学官民一体の運動

があります。そこでは、企業・自治体等で働く女性の管理職増

加に焦点をあて、女性活躍促進の成果を「見える化」するとい

う次の 3つの重点活動をしています。女性の育成・登用のため

には女性全体の人材育成計画無くして女性管理職比率のUPは

無い、とし、ポジテイブアクションとして、ゴード・アンド・

タイムテーブル方式(各社が実情に応じて目標と達成までの期

間を示して実現に努力する方法)を決定して実施に入っている

のです。 

① 女性管理職比率・数等の目標設定(現在 90 の企業・自治

体登録) 

② 女性の能力・意欲の発揮支援 

③ 男女共に活躍できる社会環境づくり 

批判を恐れずに私なりの理解を簡潔に整理してみると、M字

カーブに見られるように、男性中心の長時間労働を前提とした

社会ゆえに女性は専門性や高い能力を持ちながら育児や介護

といった制約で十分に働けない社会、では、日本女性の基本的

人権の確保も真の日本経済発展も望めないのです。 

労働時間と雇用制度の改正など政府がなすべきことは政府

が行うとして、私たちは上記の 3つをまず行おうではありませ

んか。目標を達成するためには、まずそのプロセスが大切なの

です。ひとつひとつ階段を上って行こうではありませんか。 

女性の管理職が少ないのは、採用時に女性を男性より少なく

採用してきたことにも原因がある一方で、多くの場合多くの女

性に管理職へつながる深い仕事経験を与えて来なかったこと

にも原因があるようです。今さら女性は下駄をはかせてもらう

ことを望んではいないでしょう。それよりも男性と同様に仕事

の経験を積み上げられる環境を整えていくのが、企業・自治体

の役割ではないでしょうか。 

注 表記の福岡県の事例は、国立女性教育会館主催の平成 26

年女性関連施設・地方公共団体・団体リーダーのため男女共同

参画推進研修(平成 26年度 5月 21日～5月 23日)にて、 

岩田喜美枝氏(元厚生労働省雇用均等・児童家庭局長 現 21世

紀職業財団会長、内閣府男女共同参画会議議員)の講演、経済に

おける女性活躍の促進-女性関連施設に期待すること- 

の講演の中で語られた内容からです。

ようやく動き始めたM字カーブの解消策- 
これまで長い間課題とされてきた、長時間勤務形態や報酬体

系を柔軟に見直そうという検討が政府で始まりました。 

早くも政党間で細部の異論が出たりしていますが、国会議員は

政党の争いとせず、良い社会づくりのために汗を流してほしい

ものです。ただし、国内法の男女共同参画社会基本法の中の経

済に比重が置かれても、女性人権の国際法が薄くならないよう

にと祈りたいのは私一人ではないと思います。 

内閣府の国民生活に関する日本の世論調査(2013 年)におい

ては、男女共同参画への関心は、ほぼ最下位です。会社は利益

があってこそ、地方自治体も市民サービスが優先しかし女性の

視力は次に開かれていく視界展望のために日常に遮られるこ

とのないように、選挙権獲得活動の時のように生き生きし続け

る必要があるのです。     

      ≪文責：森豊吉≫

 


